
○北海道国立大学機構工事請負等契約事務取扱細則 

(令和 4年 4月 1日機構細則第 11号) 
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第 1章 総則 

(目的) 

第 1条 北海道国立大学機構(以下「機構」という。)における工事その他の契約に関する事

務の取扱いについては、北海道国立大学機構会計規程(令和 4年機構規程第 74号。以下

「会計規程」という。)、北海道国立大学機構契約事務取扱規程(令和 4年機構規程第 80

号。以下「契約規程という。)、北海道国立大学機構会計事務取扱規程(令和 4年機構規

程第 75号。以下「事務規程」という。)、北海道国立大学機構工事請負契約基準(令和 4

年機構基準第 6号。以下「基準」という。)その他法令又はこれらに基づく特別の定めに

よるほか、この細則の定めるところによる。 

2 この細則において準用する文部科学省通知等における支出負担行為担当官、契約担当官

等は、理事長と読み替える。 

第 2章 建設工事等競争契約参加資格 

(特別の事情がある場合における指名競争参加者の資格) 

第 2条 特別な事情がある場合における指名競争参加者の資格については、「特別の事情が

ある場合における指名競争参加者の資格」(平成 13年 1月 6日文部科学大臣決定)を準用

することができるものとする。 

(一般競争参加資格者の取扱い) 

第 3条 建設工事及び設計・コンサルティング業務に係る一般競争参加資格等の取扱いにつ

いては、「建設工事及び設計・コンサルティング業務に係る一般競争参加資格等の取扱



いについて」(令和 2年 12月 8日付け 2文科施第 312号文教施設企画・防災部長通知)を

準用することができるものとする。 

(共同企業体等の取扱い) 

第 4条 共同企業体等の取扱いについては、「共同企業体等の取扱いについて」(平成 14年

11月 15日付け 14文科施第 252号文教施設部長、会計課長通知)及び「「共同企業体等の

取扱いについて」の事務処理について」(平成 19年 3月 15日付け 18施施企第 63号契約

情報室長通知)を準用することができるものとする。 

(共同企業体に係る同種工事経験等の取扱い) 

第 5条 競争入札における共同企業体に係る同種工事経験等の取扱いについては、「一般競

争入札方式等における共同企業体に係る同種工事経験等の取扱いについて」(平成 14年 2

月 19日付け 13施施企第 42号文教施設部施設企画課監理室長通知)を準用することがで

きるものとする。 

(指名停止の措置) 

第 6条 工事の請負契約及び設計・コンサルティング業務の請負契約に係る指名停止等の措

置要領については、「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成

18年 1月 20日付け 17文科施第 345号文教施設企画部長通知)及び「設計・コンサルティ

ング業務の請負契約に係る指名停止等の取扱いについて」(平成 18年 1月 20日付け 17

文科施第 346号文教施設企画部長通知)を準用することができるものとする。 

(競争参加資格等の情報公開) 

第 7条 競争参加資格及び基準等に関する情報公開については、「工事に係る競争参加資格

及び基準等に関する事項の公表について」(平成 13年 5月 31日付け 13文科施第 63号文

教施設部長通知)を準用することができるものとする。 

第 3章 工事入札手続 

(閣議了解等の遵守) 

第 8条 機構の工事入札等については、「公共事業の入札・契約手続きの改善に関する行動

計画について」(平成 6年 1月 18日閣議了解)を遵守するとともに、「「公共事業の入

札・契約手続の改善に関する行動計画」運用指針について」(平成 8年 7月 19日付け国

施第 27号文教施設部長通知)の規定を準用することができるものとする。 

(一般競争入札方式の実施) 

第 9条 施設整備事業に係る工事入札方式の実施については、「一般競争入札方式の実施に

ついて」(平成 6年 8月 1日付け文施指第 70号文教施設部長通知)を準用することができ

るものとする。 

2 一般競争入札方式の手続については、「一般競争入札方式の手続について」(平成 7年 5

月 22日付け 7施指第 27号文教施設部指導課監理室長通知)を準用することができるもの

とする。 

3 一般競争入札方式の拡大については、「一般競争入札方式の拡大について」(平成 1年 1

月 24日付け 17文科施第 351号文教施設企画部長通知)を準用することができるものとす

る。 



4 一般競争入札方式の拡大に伴う手続きについては、「一般競争入札方式の拡大に伴う手

続きについて」(平成 18年 1月 30日付け 17施施企第 22号文教施設企画部企画課契約情

報室長通知)を準用することができるものとする。 

(一般競争入札方式において競争参加資格として用いる一定の点数) 

第 10条 施設整備事業における一般競争入札方式において競争参加資格として用いる一定

の点数については、「一般競争入札方式において競争参加資格として用いる「一定の点

数」について」(平成 7年 3月 31日付け 7施指第 18号文教施設部指導課監理室長通知)

を準用することができるものとする。 

(一般競争契約保証金の額) 

第 11条 施設整備事業における一般競争入札の契約保証金の額については、基準第 4条に

定めるもののほか、「一般競争入札対象工事における契約保証金について」(平成 13年 1

2 月 27 日付け 13 文科施第 327 号文教施設部長通知)を準用することができるものとする。 

(総合評価落札方式) 

第 12条 工事に関する入札に係る総合評価落札方式については、「工事に関する入札に係

る総合評価落札方式について」(平成 12年 3月 31日付け国指第 20号文教施設部長通知)

を準用することができるものとする。 

第 13条 総合評価落札方式の実施については、「総合評価落札方式の実施について」(平成

17年 4月 12日付け 17文科施第 13号文教施設企画部長通知)を準用することができるも

のとする。 

2 簡易型総合評価落札方式の実施については、「簡易型総合評価落札方式の実施に伴う手

続について」(平成 18年 1月 24日付け 17施施企第 21号文教施設企画部施設企画課契約

情報室長通知)を準用することができるものとする。この場合において、同通知中「審査

委員会」とあるのは「本細則第 15条に規定する審査委員会」と読み替えるものとする。 

3 総合評価落札方式の実施方針については「総合評価落札方式の実施方針について」(平成

19年 5月 10日付け 19文科施第 71号文教施設企画部長通知)を準用することができるも

のとする。 

4 総合評価落札方式の実施に伴う手続きについては、「総合評価落札方式の実施に伴う手

続きについて」(平成 18年 1月 24日付け 17施施企第 20号文教施設企画部施設企画課契

約情報室長通知)を準用することができるものとする。 

5 工事に関する入札に係る総合評価落札方式の性能等の評価については、「工事に関する

入札に係る総合評価落札方式の性能等の評価方法について」(平成 18年 2月 1日付け 17

施施企第 23号文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知)を準用することができるも

のとする。 

6 実績評価型総合評価落札方式の実施に伴う手続きについては、「実績評価型総合評価落

札方式に伴う手続きについて」(平成 26年 4月 4日付け 26施施企第 1号文教施設企画部

施設企画課契約情報室長通知)を準用することができるものとする。 

(入札執行回数) 



第 14条 施設整備事業における入札執行回数については、「文教施設整備事業における入

札執行回数について」(平成 9年 3月 31日付け 9施指第 16号文教施設部指導課監理室長

通知)を準用することができるものとする。 

(施設整備事業審査委員会の設置) 

第 15条 施設整備事業実施に係る入札を公正かつ厳正に実施するために審査又は調査をす

るため、施設整備事業審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。 

2 審査委員会は、必要と認められる場合、次に掲げる事項を審議、審査又は調査する。 

(1) 一般競争及び事前の技術的適正等に関すること。 

ア 一般競争入札における競争参加資格の決定等基本的な事項 

イ 一般競争入札における競争参加希望者の競争参加資格の有無に関すること。 

ウ 事前に技術的適正等の審査を行う指名競争に付そうとする場合における、当該審

査に基づく資格の有無に関すること。 

エ 低入札価格調査及び特別重点調査に関すること。 

オ 前号の資格の確認に対する苦情に関すること。 

(2) 工事等成績評定に関すること。 

ア 受注者が説明を求めた場合の回答に関すること。 

イ その他工事成績評定要領の運用に関すること。 

(3) 建設コンサルタント等の選定に関すること。 

ア 公募型、簡易公募型、簡易公募型(拡大)及び標準型プロポーザル方式における技

術提案書の提出者の資格に係る基準及び技術提案書の提出者の選定に係る基準に関

すること。 

イ 技術提案書の提出を求める者の選定に関すること。 

ウ 技術提案書を特定するための評価基準に関すること。 

エ 技術提案書の特定に関すること。 

(4) 総合評価落札方式における技術提案等に関すること。 

ア 対象工事に係る技術提案の評価方法に関すること。 

イ 競争参加者の技術提案に係る審査及び評価に関すること。 

(5) 建設工事等に係る入札談合に関する情報又は入札談合に関する疑義事実があった場

合の調査に関すること。 

ア 競争参加者に対する事情聴取等の要否 

イ 事情聴取項目等の調査内容 

ウ 公正取引委員会及び警察庁への通報内容 

エ 調査結果を踏まえた入札手続等への取扱い 

オ その他アからエに付随する事項 

3 審査委員会は、次に掲げる者をもって構成する。 

(1) 施設企画課長 

(2) 管理課長 

(3) 機構が設置する国立大学(以下「大学」という。)の施設管理室長 

4 審査委員会に委員長を置き、施設企画課長をもって充てる。 



5 委員長は、審査委員会を招集し、その議長となる。 

6 審査委員会が必要と認めるときは、審査委員会に構成員以外の者の出席を求め説明又は

意見を聴くことができる。 

7 第 2項第 4号の審議については、第 3項の委員のほか学識経験者等 2名を加えるものと

する。 

8 前項の学識経験者等とは、委員会の審議に関係のある専門分野の学識経験等を有し、中

立かつ公正な立場で技術提案の審査及び評価を行うことができる者をいう。 

9 第 2項第 5号の調査は、入札談合に関する情報等への対応において、「談合情報等への

対応について」(平成 23年 9月 30日付け 23文科施第 376号文教施設企画部長通知)を準

用することができるものとする。 

10 審査委員会の庶務は、施設企画課が処理する。 

(入札監視委員会) 

第 16条 施設整備事業実施のための入札監視等に係る事項については、北海道大学、北海

道教育大学、室蘭工業大学、旭川医科大学及び機構の北海道地区の国立大学法人におい

て共同設置する入札監視委員会に審議を依頼するものとする。 

(苦情処理の手続) 

第 17条 入札及び契約の過程に係る苦情処理の手続きについては、「工事等における入

札・契約の過程に係る苦情処理の手続について」(平成 18年 7月 13日付け 18文科施第 1

85号文教施設企画部長通知)を準用する。この場合において、同通知中「工事においては

予定価格が 250万円以下のもの」とあるのは「工事においては予定価格が 250万円未満

のもの。」と、「設計・コンサルティング業務においては予定価格が 100万円以下のも

の」とあるのは「設計・コンサルティング業務においては予定価格が 500万円未満のも

の」と読み替えるものとする。 

2 指名停止等措置に係る苦情処理の手続きについては、「指名停止等措置に係る苦情処理

手続要領について」(平成 18年 7月 13日付け 18文科施第 181号文教施設企画部長通知)

及び「設計・コンサルティング業務の請負契約に関する指名停止等措置に係る苦情処理

手続要領の取扱いについて」(平成 18年 7月 13日付け 18文科施第 183号文教施設企画

部長通知)を準用する。 

(入札結果等の情報公開) 

第 18条 入札結果等の公表については、契約規程第 38条に規定するもののほか、「工事に

おける入札及び契約の過程並びに契約の内容等に関する情報の公表について」(平成 19

年 9月 19日付け 19文科施第 223号文教施設企画部長会計課長通知)を準用することがで

きるものとする。 

(電子入札方式の実施) 

第 19条 電子入札を実施しようとする場合は、文部科学省の電子入札システムを利用する

ものとする。 

第 4章 工事入札執行上の事務手続 

(一般競争入札執行上の関係書類) 



第 20条 一般競争入札を実施する場合で、契約を結ぼうとするときは、次に掲げる書類を

作成しなければならない。 

(1) 入札公告 

(2) 競争参加者心得 

(3) 現場説明書 

(4) 入札説明書 

(5) 予定価格調書 

(6) 契約書 

(7) 仕様書 

(8) 図面 

(入札公告等) 

第 21条 一般競争に付するときは、契約規程第 18条に規定するところによる。 

(入札保証金) 

第 22条 入札保証金については、「入札保証金に関する試行について」(平成 21年 6月 5

日付け 21文科施第 6107号文教施設企画部長通知)を準用することができるものとする。 

2 前項に係る事務手続については、「入札保証金に関する試行に係る取扱いについて」(平

成 21年 6月 5日付け 21施施企第 10号文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知)を

準用することができるものとする。 

(入札保証金納付の免除) 

第 23条 入札保証金の納付の免除については、契約規程第 19条に規定するところによる。 

(指名競争入札執行上の関係書類) 

第 24条 指名競争に付そうとするときは、次に掲げる書類を作成しなければならない。 

(1) 競争入札参加者一覧表 

(2) 入札通知書 

(3) 競争参加者心得 

(4) 現場説明書 

(5) 入札説明書 

(6) 予定価格書 

(7) 契約書 

(8) 仕様書 

(9) 図面 

(入札の通知) 

第 25条 指名競争に付するときは、その指名する者へ入札通知をしなければならない。 

(一般競争に関する取扱いの準用) 

第 26条 第 22条の規定は、指名競争入札において準用する。 

(現場説明会) 

第 27条 現場説明会は、公共工事の入札契約の適正化の徹底を図るため、原則として実施

しないものとする。 

第 5章 指名競争参加者の選定 



(指名競争参加者の選定) 

第 28条 指名競争参加者を選定する場合は、次に掲げる事項について留意しなければなら

ない。各等級へ公正に競争の機会を与え、かつ、特定の者に偏らないように考慮するこ

と。 

(1) 比較的小規模の工事については、その予定価格、工事期間、工事場所等を考慮し、

相応の中小建設業者に競争の機会を与えるようにすること。 

(2) 専門的性質を有する工事は、業者の専門性を尊重するようにすること。 

(3) 地方の特殊事業に関連の深い工事又は地元業者を活用することにより経済的施工が

期待できる工事のある場合において、相応の優良な地元業者がある場合は、その地域

における従来の実績を勘案して競争の機会を与えること。 

(4) 業者の手持ち工事量に留意し、施工能力、技術水準、経営状態等の業者の実態を充

 分把握の上、信頼できる場合について選定する等、業者の選定が形式的、画一的にな

らないようにすること。 

2 前項の規定により指名競争参加者を選定したものについて、予定価格が 2,000万円を超

える指名競争入札については審査委員会に付託するものとする。 

(競争参加者指名基準の運用) 

第 29条 競争に参加する者を指名する場合の基準は、「予算決算及び会計令第 96条第 1項

の規定による競争に参加する者を指名する場合の基準の運用について」(平成 20年 3月 7

日付け 19文科施第 461号文教施設企画部長通知)を準用することができるものとする。 

(建築一式として資格を付与された者の取扱い) 

第 30条 一般競争(指名競争)参加資格者名簿のうち「建築一式」として資格を付与された

者についての取扱いは、「「建築一式」として資格を付与された者の取扱いについて」

(昭和 38年 8月 1日付け文施約第 58号管理局長通知)を準用することができるものとす

る。 

第 6章 随意契約 

(工事請負契約における随意契約方式の運用) 

第 31条 工事請負契約における随意契約方式の運用については、会計規程第 31条に規定す

るもののほか、「工事請負契約における随意契約方式の的確な運用について」(昭和 59

年 11 月 27 日付け文施監第 67 号文教施設部長通知)を準用することができるものとする。 

2 工事請負契約における随意契約のガイドラインについては、「工事請負契約における随

意契約のガイドラインについて」(平成 11年 1月 20日付け 11施指第 4号文教施設部指

導課監理室長通知。ただし、記の二を除く。)を準用することができるものとする。 

第 7章 契約 

(契約関係書類の提出) 

第 32条 契約関係書類については、基準第 3条に規定するもののほか、次の各号に該当す

る場合は、契約締結後速やかに受注者から当該各号に定める書類を提出させるものとす

る。 

(1) 工事期間が 12月を超える場合又は部分払いをする場合 工事費内訳明細書 

(2) 工事期間が 3月を超える場合 工程表 



(3) 請負代金額が 500万円以上の場合 現場代理人届 

(4) 請負代金額が、建築一式工事について 7,000万円以上の場合又はその他の工事につ

いて 3,500万円以上の場合 主任技術者届 

(5) 前号の規定にかかわらず、受注者が締結する下請契約の請負代金額が、建築一式工

事について 6,000万円以上の場合又はその他の工事について 4,000万円以上の場合 

監理技術者届 

(6) 建設業者が許可を受けた工事以外の工事を施工する場合 専門技術者届 

(契約保証金の納付) 

第 33条 請負代金額が 1,000万円以上の工事及び設計業務等、又はその他施設企画課長が

必要と認めた工事及び設計業務等については、契約の履行を確保するために契約の締結

と同時に、会計規程第 36条並びに基準第 4条に規定する契約保証金を納付させなければ

ならない。 

(工事関係保険) 

第 34条 工事関係保険については、「工事関係保険について」(平成 12年 3月 31日文施指

第 49号文教施設部長通知)を準用することができるものとする。 

2 次に掲げる工事について適正な工事の施工を図るため、契約締結後速やかに工事保険に

加入させなければならない。 

(1) 事項指定工事で比較的規模の大きい新営工事 

(2) 既設建物の改修工事でその既設建物が燃焼しやすく、かつ、比較的規模の大きい改

修工事 

(3) その他施設企画課長が必要と認めた工事 

3 加入させる工事保険の種類、保険金額その他保険契約上必要な事項については、第 39条

に規定する現場説明書に明記するものとする。 

4 加入対象工事及び種類は、次表に掲げるとおりとする。 

5 工事保険に加入させる時期は、次に掲げる時期を考慮して決定するものとする。 

(1) 工事着手後現場に資材等を搬入したとき。 

(2) 受注者が工場で組立工事を開始したとき。 

6 保険契約期間は、当該工事の着工の日から完成期限の日までとする。ただし、完成期限

を延長したときは、当該保険契約期間を延長しなければならない。 

7 受注者が第 2項の規定により保険契約を締結したときは、その保険証券の写しを提出さ

せなければならない。 

8 前項の規定は、第 2項に規定する工事以外の工事で、受注者が工事の目的物又は工事材

料について任意に保険契約を締結した場合に準用する。 

(競争参加者心得) 

第 35条 施設整備事業実施のため契約事務執行の適正を図るため、競争参加者心得を別に

定めるものとする。 

(消費税の改正等に係る入札、契約等の取扱い) 

第 36条 消費税及び地方消費税の税率の改正に伴う入札、契約等の取扱いについては、

「消費税及び地方消費税の税率の改正に伴う文教施設整備に係る入札・契約等の取扱い



について」(平成 31年 3月 28日付け 30文科施第 563号大臣官房文教施設企画・防災部

長通知)を準用することができるものとする。 

(建設資材の価格変動等に伴う契約の変更) 

第 37条 建設資材の価格変動に伴う契約の変更については、「建設資材の価格変動に伴う

工事請負契約の変更について」(昭和 55年 3月 29日付け文管約第 145号管理局長会計課

長通知)を準用することができるものとする。 

(工事名称の表示) 

第 38条 施設整備事業実施のための工事の内容を適切かつ簡明に表示することにより事務

処理の円滑な実施を図るため、当該工事に係る名称その他必要な事項を表示するものと

する。 

2 工事名称等の表示の方法については、「工事名称の表示について」(平成 4年 2月 14日

付け 4施指第 9号監理室長通知)を準用(国有財産法施行細則(昭和 23年大蔵省令第 92

号)に係る部分を除く。)することができるものとする。 

(現場説明書) 

第 39条 施設整備事業実施のため、別に定める現場説明書を作成し、契約事務執行の適正

を図るものとする。 

(融資制度) 

第 40条 下請セーフティネット債務保証事業による工事請負代金債権の譲渡を活用した融

資制度に関する事務の取扱いについては、「下請セーフティネット債務保証事業による

工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度について」(平成 20年 11月 4日付け 20文

科施第 346号文教施設企画部長会計課長通知)を準用することができるものとする。 

2 前項における事務取扱については、「下請セーフティネット債務保証事業による工事請

負代金債権の譲渡を活用した融資制度の事務取扱いについて」(平成 20年 11月 4日付け

20施施企第 21号文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知)を準用することができる

ものとする。 

(地域建設業経営強化融資制度) 

第 41条 地域建設業経営強化融資制度については、「地域建設業経営強化融資制度につい

て」(平成 20年 11月 4日付け 20文科施第 345号文教施設企画部長会計課長通知)を準用

することができるものとする。 

2 前項における事務取扱については、「地域建設業経営強化融資制度に係る事務取扱につ

いて」(平成 20年 11月 4日付け 20施施企第 20号文教施設企画部施設企画課契約情報室

長通知)を準用することができるものとする。 

(低入札価格調査等の実施) 

第 42条 低入札価格調査については、「文部科学省発注工事請負等契約規則第 13条の基準

の運用について」(平成 20年 11月 18日付け 20文科施第 351号文教施設企画部長通知)

を準用することができるものとする。 

2 低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査(以下「特別重点調査」という。)について

は、「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」(平成 21年 3月 31

日付け 20文科施第 8045号文教施設企画部長通知)を準用することができるものとする。 



第 8章 監督及び検査 

(監督職員の選定) 

第 43条 予定価格が 250万円以上の工事を施工するに当たっては、工事請負契約の適正な

履行を確保するために監督職員を選定しなければならない。 

2 250万円未満の工事であっても、必要と認めるときは、監督職員を選定することができ

る。 

3 1工事につき 2名以上の監督職員を選定したときは、当該監督員のうちから 1名を主任

監督職員として選定しなければならない。 

(監督職員の氏名等の受注者への通知) 

第 44条 監督職員の氏名等の受注者への通知は、基準第 10条の規定による。 

(工事の施工に関する協議) 

第 45条 監督職員は、受注者又は受注者の現場代理人(以下「受注者等」という。)から書

面により工事の施工に係る協議があったときは、受注者等に対し書面により当該協議内

容についての指示又は承諾を行うものとする。 

(検査の実施) 

第 46条 工事に係る請負契約の契約をした場合において、契約相手方から契約を履行した

旨の通知を受けたときは、会計規程第 37条及び契約規程第 39条から第 42条までの規定

に基づき、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づいて速やかに検査を行うも

のとする。 

2 給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事に関する請負契約

に係る既済部分又は既納部分の検査については、前項の規定を準用する。 

3 検査は、原則として、施設企画課長が行うものとする。 

4 検査は、契約相手方から契約を履行した旨の通知を受領後 14日以内に行わなければなら

ない。 

(検査調書の作成) 

第 47条 検査調書の作成は、契約規程第 43条の規定による。 

第 9章 施工体制 

(適正な施工体制の確保等) 

第 48条 工事現場における適正な施工体制の確保等については、「工事現場における適正

な施工体制の確保等について」(平成 13年 5月 31日付け 13文科施第 62号文教施設部長

通知)を準用することができるものとする。 

(施工体制の点検要領の運用) 

第 49条 工事現場における施工体制の点検要領の運用については、「工事現場における施

工体制の点検要領の運用について」(平成 14年 1月 24日付け 13施施企第 34号監理室長

通知)を準用することができるものとする。 

(工事の成績評定の要領) 

第 50条 工事の成績評定の要領(以下「工事成績評定要領」という。)については、「工事

成績評定要領の改正について」(平成 20年 1月 17日付け 19文科施第 370号文教施設企

画部長通知)を準用することができるものとする。 



(工事成績評定) 

第 51条 前条の規定により準用することができることとされる「工事成績評定要領の改正

について」(平成 20年 1月 17日付け 19文科施第 370号文教施設企画部長通知)における

「工事成績評定要領」に関する事項については、「工事成績評定実施規程の一部改正に

ついて」(平成 31年 3月 25日付け 30施施企第 47号文教施設企画部・防災部施設企画課

契約情報室長通知)を準用することができるものとする。 

2 前項に規定する「工事成績評定実施規程の一部改正について」(平成 31年 3月 25日付け

30施施企第 47号文教施設企画部・防災部施設企画課契約情報室長通知)を準用する場合

においては、文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部に設置される工事成績評定審査

委員会に、受注者から求められた評定に係る再回答に関する事項の審議を付託すること

ができるものとする。 

3 第 1項に規定する「工事成績評定実施規程の一部改正について」(平成 31年 3月 25日付

け 30施企第 47号文教施設企画部・防災部施設企画課契約情報室長通知)を準用する場合

においては、文部科学省の工事成績評定収集・公開システムを利用することができるも

のとする。 

(工事の成績評定の事務手続) 

第 52条 監督職員及び検査職員は、工事(地盤調査及び埋蔵文化財調査に係る工事を除

く。)が完成したときは、工事成績評定要領に基づき、当該工事に係る成績評定を行うも

のとする。 

(施工体制台帳の作成等) 

第 53条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成 12年法律第 127号)第

15条第 1項の規定に基づき、受注者から発注者への提出が義務付けられている施工体制

台帳については、「施工体制台帳の作成等についての改正について」(平成 13年 4月 13

日付け 13国文科施第 3号文教施設部長通知)を準用することができるものとする。 

(一括下請負の禁止) 

第 54条 機構が発注する建設工事等における一括下請負等不正行為の排除については、基

準第 6条に規定するもののほか、「施工体制の適正化及び一括下請負の禁止の徹底等に

ついて」(平成 13年 4月 13日付け 13国文科施第 2号文教施設部長通知)を準用すること

ができるものとする。 

(暴力団の排除) 

第 55条 公共工事における指名審査等の厳格化の観点から、機構が発注する建設工事等に

ついては、「建設業からの暴力団排除の徹底について」(昭和 61年 12月 18日付け国会

第 95号会計課長通知)を準用することができるものとする。 

(建設産業における生産システムの合理化への配慮) 

第 56条 建設産業における生産システムの合理化については、「建設産業における生産シ

ステム合理化指針について」(平成 3年 3月 1日付け国施第 6号文教施設部長通知)に配

慮し、一層の推進に努めるものとする。 

第 10章 支出 

(公共工事の前払金等の取扱いに係る適用法令等) 



第 57条 機構が発注する工事における前払金の取扱いについては、「公共工事の前払金保

証事業に関する法律」(昭和 27年法律第 184号。以下「前払金保証法」という。)、「公

共工事の前払金保証事業に関する法律施行令」(昭和 27年政令第 286号)及び「公共工事

の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証に係る公共工事の代価の

前金払及び中間前金払について」(令和 2年 4月 3日付け 2文科会第 17号会計課長通知)

の規定を準用することができるものとする。 

2 前項の規定によるほか、前金払の範囲及び割合は、事務規程別表による。 

(公共工事の代価の中間前金払) 

第 58条 前条に規定する前払金以外の中間金について保証事業会社により中間前払金の保

証がされた公共工事の代価の中間前金払の範囲、割合及び支払いの条件については、事

務規程別表による。 

(工事既済部分出来形査定要領) 

第 59条 工事既済部分出来形査定要領については、「工事既済部分出来形査定要領の改訂

について」(平成 3年 3月 25日付け文施指第 47号文教施設部長通知)を準用することが

できるものとする。 

(部分払) 

第 60条 基準第 39条に規定する部分払をすることができる建築一式工事及び土木一式工事

は、請負代金が 5,000万円以上で工事期間が 5月以上の工事とする。ただし、特別の事

由により必要と認めた場合は、この限りでない。 

(部分払回数) 

第 61条 前条の規定により部分払することができる回数は、1回とする。ただし、工事期

間が 12月を超える場合又は工事期間の延長により次年度に繰越す必要が生じた場合等の

特別な事由が生じた場合は、この限りでない。 

第 11章 設計及び監理業務 

(設計及び監理に係る委託報酬額) 

第 62条 機構が発注する請負工事設計及び監理業務の委託報酬額の算出については、「国

立文教施設整備に係る設計及び監理業務委託報酬額の算出について」(平成 21年 5月 15

日付け 21文科施第 6071号文教施設企画部長通知)を準用することができるものとする。 

(設計業務委託契約) 

第 63条 機構が委託する設計業務に関する契約を結ぶ場合は、別に定める設計業務委託契

約書により行われなければならない。 

(設計業務委託契約要項) 

第 64条 前条の契約を結ぶ場合は、契約の履行について別に定める「国立大学法人北海道

国立大学機構設計業務委託契約要項」を内容とする契約を結ばなければならない。 

(設計業務委託特記仕様書) 

第 65条 機構が委託する設計業務に関する仕様書は、別に定める国立大学法人北海道国立

大学機構設計業務委託特記仕様書によるものとする。 

(設計業務委託現場説明書) 



第 66条 機構が委託する設計業務に関する現場説明書は、別に定める設計業務委託現場説

明書によるものとする。 

(測量調査等) 

第 67条 測量調査等については、「測量調査等請負契約要項について」(平成 15年 7月 22

日付け 15文科施第 164号文教施設部長通知)を準用することができるものとする。この

場合において、同通知中「国庫」とあるのは「北海道国立大学機構」と読み替えるもの

とする。 

(監理に係る要領) 

第 68条 監理に係るこの細則の運用においては、「工事監理業務委託契約要項について」

(平成 20年 3月 31日付け 19文科施第 513号文教施設企画部長通知)を準用することがで

きるものとする。この場合において、同要項中「国庫」とあるのは「北海道国立大学機

構」と読み替えるもの とする。 

(建設工事及び設計コンサルティング業務における違約金) 

第 69条 違約金に関する条項については、「政府調達に関する協定の適用を受ける建設工

事における違約金の加重要件に関する条項について」(平成 30年 3月 20日付け 29文科

施第 379号文教施設企画部長通知)を準用することができるものとする。 

第 12章 設計業務プロポーザル 

(標準型プロポーザル方式) 

第 70 条 設計者選定のための標準型プロポーザルの実施に係るこの細則の運用においては、

「標準型プロポーザル方式の実施について」(平成 11年 3月 31日付け文施指第 173号文

教施設部長通知)を準用することができるものとする。 

(公募型及び簡易公募型プロポーザル方式) 

第 71条 設計者選定のための公募型及び簡易公募型プロポーザルの実施においては、「公

募型及び簡易公募型プロポーザルの実施について」(平成 11年 3月 31日付け文施指第 17

4号文教施設部長通知)を準用することができるものとする。 

(簡易公募型プロポーザル方式(拡大)) 

第 72条 設計者選定のための簡易公募型プロポーザル(拡大)の実施においては、「簡易公

募型プロポーザル方式(拡大)の試行について」(平成 19年 9月 19日付け 19文科施第 220

号文教施設企画部長通知)を準用することができるものとする。 

(環境配慮型プロポーザル方式) 

第 73条 設計者選定のための環境配慮型プロポーザル方式の実施においては、「設計業務

における環境配慮型プロポーザル方式の実施について」(平成 20年 3月 31日付け 19文

科施第 508号文教施設企画部長通知)を準用することができるものとする。 

(プロポーザル方式の手続) 

第 74条 プロポーザル方式に基づく設計コンサルタント等の特定手続については、「プロ

ポーザル方式の手続について」(平成 11年 3月 31日付け 11施指第 20号文教施設部指導

課監理室長通知)を準用することができるものとする。 

(簡易公募型プロポーザル方式(拡大)の手続) 



第 75条 簡易公募型プロポーザル方式(拡大)に基づく設計コンサルタント等の特定手続に

ついては、「簡易公募型プロポーザル方式(拡大)の手続きについて」(平成 19年 9月 19

日付け 19施施企第 19号文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知)を準用することが

できるものとする。 

(環境配慮型プロポーザル方式の手続) 

第 76条 環境配慮型プロポーザル方式に基づく設計コンサルタント等の特定手続について

は、「設計業務における環境配慮型プロポーザル方式の手続きについて」(平成 20年 3

月 31日付け 19施施企第 36号文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知)を準用する

ことができるものとする。 

(設計業務成績評定の要領) 

第 77 条 設計業務の成績評定の要領については、「設計業務成績評定要領の制定について」

(平成 20年 1月 17日付け 19文科施第 369号文教施設企画部長通知)を準用することがで

きるものとする。この場合において、同通知中「100万円」とあるのは「500万円」と読

み替えるものとする。 

2 前項の規定により、設計業務成績評定の実施規程は「設計業務成績評定実施規程につい

て」(平成 20年 1月 17日付け 19施施企第 28号文教施設企画部施設企画課契約情報室長

通知)を準用することができるものとする。 

第 13章 中小建設業者の受注機会の確保 

(中小建設業者の受注機会の確保) 

第 78条 機構における施設整備事業に伴う中小建設業者の受注機会の確保については、

「中小企業基本法」(昭和 38年法律第 154号)、「官公需についての中小企業者の受注の

確保に関する法律」(昭和 41年法律第 97号)その他これらに基づく政令を適用するもの

とする。 

2 機構における施設整備事業に伴う中小建設業者の受注機会の確保については、官公需に

ついての中小企業者の受注の確保に関する法律第 4条の規定に基づき毎年度閣議決定さ

れる「中小企業者に関する国等の契約の基本方針」を遵守するものとする。 

3 中小建設業者の受注機会の確保については、「中小・中堅建設業者の受注機会の確保対

策について」(平成 11年 7月 1日付け文施指第 96号文教施設部長通知)及び「中小・中

堅建設業者の受注機会の確保対策について」(平成 11年 3月 31日付け 11施指第 14号文

教施設部指導課監理室長通知)を準用することができるものとする。(中小・中堅建設業

者の受注機会の確保対策に関する手続) 

第 79条 中小・中堅建設業者の受注機会の確保対策に関する手続については、「中小・中

堅建設業者の受注機会の確保対策に関する手続の運用について」(平成 11年 3月 31日付

け 11施指第 19号文教施設部指導課監理室長通知)を準用することができるものとする。 

第 14章 雑則 

(工事施工に伴う固定資産の使用) 

第 80条 工事施工に伴い、受注者から固定資産の使用の申し出があった場合の取扱いは、

機構の業務に支障がない場合において、当該使用を許可することができるものとする。 

(工事施工に伴う工事用電力等の使用) 



第 81条 工事施工に伴い受注者から工事用電力、工事用水及び電話の使用の申し出があっ

たときは、機構の業務に支障がない場合において、当該使用を許可することができるも

のとする。 

(建設等工事発注情報の公表) 

第 82条 施設整備等事業実施のための建設等工事発注情報公表に係る運用については、

「工事に係る発注の見通しに関する事項の公表について」(平成 13年 4月 6日 13文科施

第 5号文教施設部長通知)を準用することができるものとする。 

2 前項に規定する情報を公表するに当たっては、文部科学省のインターネット公表システ

ムを利用することができるものとする。 

(雑則) 

第 83 条 この細則に定めるもののほか、工事請負等契約事務の取扱いに関し必要な事項は、

施設企画課長が定める。 

附 則 

この細則は、令和 4年 4月 1日から施行する。 


